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福島県業務継続計画（本庁版）新旧対照表 

 

箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第２章 １ 県内の被害想定 

（１）想定地震 

＜略＞ 

（２）被害想定 

＜略＞ 

表２ 東日本大震災の規模、被害の概要 

＜略＞  

人的被害 

（死者は震災関連死及び死亡届等が

出された行方不明者を含む） 

死者：４，１８１名 

行方不明者：０名 

重傷者：２０名 

軽傷者：１６３名 

建物被害 

（警戒区域指定自治体においては一

部未集計） 

住家全壊：１５，６００棟 

住家半壊：８７，３５５棟 

住家一部損壊：１４０，０６０棟 

住家床上浸水：１，０６１棟 

住家床下浸水：３５１棟 

公共建物被害：１，０１０棟 

その他建物被害：３６，８８２棟 

＜略＞  

（令和 8 年 2 月１日現在 災害対策本部取りまとめ） 

 

 

 

１ 県内の被害想定 

（１）想定地震 

＜略＞ 

（２）被害想定 

＜略＞ 

表２ 東日本大震災の規模、被害の概要 

＜略＞  

人的被害 

（死者は震災関連死及び死亡届等が

出された行方不明者を含む） 

死者：４，１７９名 

行方不明者：０名 

重傷者：２０名 

軽傷者：１６３名 

建物被害 

（警戒区域指定自治体においては一

部未集計） 

住家全壊：１５，４３２棟 

住家半壊：８３，６９８棟 

住家一部損壊：１４１，０６５棟 

住家床上浸水：１，０６１棟 

住家床下浸水：３５１棟 

公共建物被害：１，０１０棟 

その他建物被害：３６，８８２棟 

＜略＞  

（令和 7 年 2 月１日現在 災害対策本部取りまとめ） 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第３章 １ 非常時優先業務の選定基準 

＜略＞ 

 

２ 非常時優先業務の特定 

＜略＞ 

表６ 非常時優先業務数 

評価 評価基準 
非常時優先 
業務数 

（A＝B＋C） 

  

応急・復旧 
業務数 
（B） 

優先すべき 
通常業務数 

（C） 

A 
発災後直ちに（概ね３時間
以内）に着手すべき業務 

355 345 10 

B 
発災後１２時間以内に着
手すべき業務 

87 74 13 

C 
発災後１日以内に着手す
べき業務 

119 111 8 

D 
発災後３日以内に着手す
べき業務 

46 39 7 

E 
発災後１週間以内に着手
すべき業務 

29 27 2 

 

 

 

 

１ 非常時優先業務の選定基準 

＜略＞ 

 

２ 非常時優先業務の特定 

＜略＞ 

表６ 非常時優先業務数 

評価 評価基準 
非常時優先 
業務数 

（A＝B＋C） 

  

応急・復旧 
業務数 
（B） 

優先すべき 
通常業務数 

（C） 

A 
発災後直ちに（概ね３時間
以内）に着手すべき業務 

350 340 10 

B 
発災後１２時間以内に着
手すべき業務 

88 75 13 

C 
発災後１日以内に着手す
べき業務 

120 113 7 

D 
発災後３日以内に着手す
べき業務 

45 38 7 

E 
発災後１週間以内に着手
すべき業務 

27 25 2 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第４章 １ 災害対策本部体制の確保 

＜略＞ 

 災害対策本部事務局組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害対策本部体制の確保 

＜略＞ 

 災害対策本部事務局組織図 

 

事務局長 
（危機管理部長） 

事務局次長 
（危機管理部 

政策監） 

総括班 

指揮調整ユニット（筆頭） 

企画調整ユニット 

庁内連携ユニット 

受援連携ユニット 

事務局長 
（危機管理部長） 

事務局次長 
（危機管理部 

政策監） 

総括班 

指揮調整ユニット（筆頭） 

企画調整ユニット 

庁内連携ユニット 

受理連携ユニット 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

 ２ 職員の参集 

 （１）実務時間内の被災の場合 

＜略＞ 

表７ 参集予測の対象職員（令和８年３月５日現在）  

部局名 職員数 

総務部 ３６４ 

危機管理部 ９１ 

企画調整部 ３０７ 

生活環境部 １５５ 

保健福祉部 ２９８ 

商工労働部 ２１１ 

農林水産部 ３８５ 

土木部 ２９８ 

出納局 ６０ 

企業局 １８ 

病院局 ２３ 

議会事務局 ３６ 

選挙管理委員会事務局 ６ 

監査委員事務局 ２６ 

人事委員会事務局 １５ 

労働委員会事務局 １２ 

教育庁 ２５０ 

計 ２，５５５ 
 

２ 職員の参集 

 （１）実務時間内の被災の場合 

＜略＞ 

表７ 参集予測の対象職員（令和７年２月２６日現在）  

部局名 職員数 

総務部 ３６８ 

危機管理部 ８７ 

企画調整部 ２８６ 

生活環境部 １５８ 

保健福祉部 ３０４ 

商工労働部 ２０６ 

農林水産部 ３８２ 

土木部 ２９９ 

出納局 ５８ 

企業局 １８ 

病院局 ２３ 

議会事務局 ３６ 

選挙管理委員会事務局 ５ 

監査委員事務局 ２６ 

人事委員会事務局 １５ 

労働委員会事務局 １２ 

教育庁 ２５０ 

計 ２，５３３ 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第４章 （２）執務時間外に被災した場合 

   ① 参集予測方法 

＜略＞ 

   ② 予測結果 

      参集予測の結果は別表２のとおりで、図４のように発災１時間以内に

７４３人（29%）、３時間以内に１，２１９人（48%）、２４時間以内には

１，３４１人（52%）、３日以内に１，４０１人（55%）、そして１週間以

内には１，７８９人（70%）の参集が可能と予測されます。 

 発災直後から、災害対策本部事務局の最大要員２０８名程度を大きく

上回る職員の参集が可能であり、非常時優先業務の遂行に必要な職員数

を確保できる見込みです。 

    図４ 職員参集率の想定 

     

 

 

（２）執務時間外に被災した場合 

   ① 参集予測方法 

＜略＞ 

   ② 予測結果 

      参集予測の結果は別表２のとおりで、図４のように発災１時間以内に

７４６人（29%）、３時間以内に１，２０５人（48%）、２４時間以内には

１，３２２人（52%）、３日以内に１，３８３人（55%）、そして１週間以

内には１，７７３人（70%）の参集が可能と予測されます。 

 発災直後から、災害対策本部事務局の最大要員２０８名程度を大きく

上回る職員の参集が可能であり、非常時優先業務の遂行に必要な職員数

を確保できる見込みです。 

    図４ 職員参集率の想定 

     



6 

箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第５章 １ 庁舎等の耐震化と代替施設の確保 

＜略＞ 

 表８【庁舎の概要】 

 構造 
完成年

度 
階数 

耐震

基準 

耐震性能ラ

ンク［()内

は耐震改修

後］ 

耐震改

修 

完了年

度 

震度６強

の際の被

害想定 

本庁

舎 
RC 

昭和 29

年度 

地上 5

階 

旧基

準 
A 

平成 27

年度 

ほとんど

損傷がな

い 

西庁

舎 
SRC 

昭和 46

年度 

地上

12 階 

地下 2

階 

旧基

準 
A 

令和 2

年度 

ほとんど

損傷がな

い 

北庁

舎 
S  

平成 28

年度 

地上 7

階 

新基

準 
－ － 

ほとんど

損傷がな

い 

自治

会館 
SRC 

昭和 58

年度 

地上 8

階 

地下 2

階 

新基

準 
－ － 

ほとんど

損傷がな

い 

 

＜略＞ 

１ 庁舎等の耐震化と代替施設の確保 

＜略＞ 

 表８【庁舎の概要】 

 構造 
完成年

度 
階数 

耐震

基準 

耐震性能ラ

ンク［()内

は耐震改修

後］ 

耐震改

修 

完了年

度 

震度６強

の際の被

害想定 

本庁

舎 
RC 

昭和 29

年度 

地上 5

階 

旧基

準 
A 

平成 27

年度 

ほとんど

損傷がな

い 

西庁

舎 
SRC 

昭和 46

年度 

地上

12 階 

地下 2

階 

旧基

準 
A 

令和 2

年度 

ほとんど

損傷がな

い 

北庁

舎 
SRC 

平成 28

年度 

地上 7

階 

新基

準 
－ － 

ほとんど

損傷がな

い 

自治

会館 
SRC 

昭和 58

年度 

地上 8

階 

地下 2

階 

新基

準 
－ － 

ほとんど

損傷がな

い 

 

＜略＞ 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第５章 ２ 執務室環境の確保 

 （１）執務室 

    ＜略＞ 

 （２）電力 

    ＜略＞ 

表１０ 【参考】県庁舎における電力需要（令和６年度データ） 

    電力 
備  考 

平均 最大 

本庁舎・西庁舎 

・北庁舎 

 

466kW 

 

1,341kW 

平均： 

4,090,277kW÷（366 日×24 時間） 

最大：令和 6 年 8 月 

自治会館 
 

60kW 

 

229kW 

平均： 

526,166kW÷（366 日×24 時間） 

最大：令和 6 年 10 月 

 

 

２ 執務室環境の確保 

 （１）執務室 

    ＜略＞ 

 （２）電力 

    ＜略＞ 

表１０ 【参考】県庁舎における電力需要（令和５年度データ） 

    電力 
備  考 

平均 最大 

本庁舎・西庁舎 

・北庁舎 

 

453kW 

 

1,522kW 

平均： 

4,023,463kW÷（366 日×24 時間） 

最大：令和 5 年 8 月 

自治会館 
 

61kW 

 

281kW 

平均： 

537,058kW÷（366 日×24 時間） 

最大：令和 5 年 7 月 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第５章 表１１ 県庁舎の非常用自家発電設備の容量等 

 本庁舎 西庁舎 北庁舎 自治会館 

供 給
範囲 

＜略＞ 

 

・エレベーター５号機 
（１～４号機については、
電源切替により順次運転可
能） 
・消火栓ポンプ 
（本庁舎含む） 
・揚水ポンプ、 
排水ポンプ、 

 スプリンクラーポンプ 
・ボイラー（№１） 
・冷温水ポンプ（一部） 
・電話交換機 
・１１階マシン室用電源
（一部） 
・中央管制室 
・各階各室内の一部の非常
照明（本庁舎含む） 
・コンセントは無し 
・１１階統制局    

（北庁舎発電機より） 
 

＜略＞ 

 

＜略＞ 

 
 

＜略＞ 

 

（３）上下水道 

＜略＞ 

そのほか、飲料水については、ペットボトルで災害対策本部事務局職員の３

日分（500ml ボトルで 3,936本）を確保していますが、各部局等で非常時優先

業務に従事する職員分の備蓄は行っていません。 

＜略＞ 

 

表１１ 県庁舎の非常用自家発電設備の容量等 

 本庁舎 西庁舎 北庁舎 自治会館 

供 給
範囲 

＜略＞ 

 

・エレベーター５号機 
（１～４号機については、
電源切替により順次運転可
能） 
・消火栓ポンプ 
（本庁舎含む） 
・揚水ポンプ、 
排水ポンプ、 

 スプリンクラーポンプ 
・ボイラー（№１） 
・冷温水ポンプ（一部） 
・電話交換機 
・１１階マシン室用電源
（一部） 
・中央管制室 
・各階各室内の一部の非常
照明（本庁舎含む） 
・コンセントは無し 
・１１階統制局（R６年１０
月）（北庁舎発電機より） 
 

＜略＞ 

 
 

＜略＞ 

 

＜略＞ 

 

（３）上下水道 

＜略＞ 

そのほか、飲料水については、ペットボトルで災害対策本部事務局職員の３

日分（500ml ボトルで 2,688本）を確保していますが、各部局等で非常時優先

業務に従事する職員分の備蓄は行っていません。 

＜略＞ 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

 ３ 食料 

＜略＞ 

表１５ 食料の備蓄状況（令和８年１月１日現在） 

食糧の種類 数量 

＜略＞ ＜略＞ 

＜略＞ 

 

４ 通信手段 

 （１）電話回線・携帯電話 

＜略＞ 

表１６ 県庁内の災害時優先電話及び緊急時対応直通電話の設置状況 

（令和７年４月 1 日現在）  

種類 設置個所及び設置回線数 

＜略＞ ＜略＞ 

緊急時対応 

直通電話 

副知事室(西)、秘書課、総務課、企画調整課、守衛室、生

活環境総務課、保健福祉総務課、商工総務課、農林総務課、

農村計画課、土木総務課、道路管理課、出納総務課、入札

用度課、工業用水道経営課、教育総務課、議会事務局総務

課、監査総務課、電話機械室、県北建設事務所、県北農林

事務所、県北地方振興局、県北教育事務所 各１回線  

計２３回線 

 

 

３ 食料 

＜略＞ 

表１５ 食料の備蓄状況（令和７年１月１日現在） 

食糧の種類 数量 

＜略＞ ＜略＞ 

＜略＞ 

 

４ 通信手段 

 （１）電話回線・携帯電話 

＜略＞ 

表１６ 県庁内の災害時優先電話及び緊急時対応直通電話の設置状況 

（令和５年４月 1 日現在）  

種類 設置個所及び設置回線数 

＜略＞ ＜略＞ 

緊急時対応 

直通電話 

副知事室(西)、秘書課、総務課、企画調整課、守衛室、生

活環境総務課、保健福祉総務課、商工総務課、農林総務課、

農村計画課、土木総務課、道路管理課、出納総務課、入札

用度課、経営・販売課、教育総務課、議会事務局総務課、

監査総務課、電話機械室、県北建設事務所、県北農林事務

所、県北地方振興局、県北教育事務所 各１回線  計２

３回線 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

 表１７ 県庁舎内の電話等回線数（施設管理課所管分） 

（令和７年４月 1 日現在）  

建物名 

固定電話回線数 

電話交換機収容 単独直通 計 

固定電話のうち 

災害時優先電話 

＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 

＜略＞ 

 

（２）福島県総合情報通信ネットワーク【防災通信】 

○ 現状・課題 

福島県総合情報通信ネットワークは、衛星回線及び有線回線の複数ルー

トで構成される防災通信の要であり、県では本庁と出先機関、市町村、消

防本部、防災関係機関等１３８機関を結ぶ２４６回線（地上系有線２２４

回線、衛星系２２回線）を整備しています。 

これにより、いつでも関係機関相互で、防災・災害時の緊急情報の伝達

ができるようになっており、停電時には専用の非常用発電機が稼働し、約

７２時間の使用が可能です。 

＜略＞ 

 

表１７ 県庁舎内の電話等回線数（施設管理課所管分） 

（令和５年４月 1 日現在） 

建物名 

固定電話回線数 

電話交換機収容 単独直通 計 

固定電話のうち 

災害時優先電話 

＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ ＜略＞ 

＜略＞ 

 

（２）福島県総合情報通信ネットワーク【防災通信】 

○ 現状・課題 

福島県総合情報通信ネットワークは、衛星回線及び有線回線の複数ルー

トで構成される防災通信の要であり、県では本庁と出先機関、市町村、消

防本部、防災関係機関等１３８機関を結ぶ３００回線（地上系有線２６７

回線、衛星系３３回線）を整備しています。 

これにより、いつでも関係機関相互で、防災・災害時の緊急情報の伝達

ができるようになっており、停電時には専用の非常用発電機が稼働し、約

４８時間の使用が可能です。 

＜略＞ 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

 表１８ 総合情報通信ネットワークの整備状況（本庁）                               

（令和 8 年 4 月 1 日現在）           

系統 回線数(本庁) 備考 

地上系（有線） ２２４  

衛星系 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

２ 衛星可搬局を

含む 

衛星携帯電話（固定） ５  

衛星携帯電話（可搬） １５  

衛星携帯電話（車載） １０  

 

５ 情報システム基盤（ネットワーク、業務システム） 

 ○ 現状・課題 

県庁の情報システムのうち表１９のものは、本庁と合同庁舎、各出先機関、

さらには国や市町村等とを接続するネットワークなど、県の行政サービスを

支える根幹的な基盤であり、その中断は業務に多大な支障を及ぼすため、デ

ジタル変革課が集中的に管理し、平成２５年４月策定の「福島県ＩＣＴ部門

の業務継続計画」では重要システムと位置付けています。 

＜略＞ 

○ 対策 

重要システムや各部局等所管の業務システムのサーバなど主要機器の多くは、耐震

性が高く、被害の可能性が少ない県庁舎外データセンターに設置されています。ま

た、各所属において独自調達したファイルサーバをクラウドファイルサーバへ集約

するなど、引き続き、より安全かつ確実なデータのバックアップに努めていきます。 

表１８ 総合情報通信ネットワークの整備状況（本庁）                               

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

系統 回線数(本庁) 備考 

地上系（有線） ２６７  

衛星系 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

３３ 衛星可搬局を

含む 

衛星携帯電話（固定） ４  

衛星携帯電話（可搬） １５  

衛星携帯電話（車載） １０  

 

５ 情報システム基盤（ネットワーク、業務システム） 

 ○ 現状・課題 

県庁の情報システムのうち表１９のものは、本庁と合同庁舎、各出先機関、

さらには国や市町村等とを接続するネットワークなど、県の行政サービスを

支える根幹的な基盤であり、その中断は業務に多大な支障を及ぼすため、情

報政策課  が集中的に管理し、平成２５年４月策定の「福島県ＩＣＴ部門

の業務継続計画」では重要システムと位置付けています。 

＜略＞ 

○ 対策 

重要システムや各部局等所管の業務システムのサーバなど主要機器の多くは、耐震

性が高く、被害の可能性が少ない県庁舎外データセンターに設置されており、                              

           引き続き、より安全かつ確実なデータのバックアップに努

めていきます。 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【生活環境部】

業務を開始する時期

＜略＞

初動調整業務 A ○

福島県男女共生センターの被害状況の把握 Ａ ○

避難所運営等における人権・男女共同参画に関する
支援

Ｃ ○

＜略＞

１日
以内

３日
以内

７日
以内

共生社会・女性
活躍推進課

課名 業務内容 区分 ３ｈ
以内

12ｈ
以内

【総務部】

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

文書管理システムの維持管理（通常） Ｂ ○

公印の管理（通常） Ｃ ○

被災者情報等の個人情報の適正な取扱い Ｅ ○

　 　 　

他課への応援 Ｃ ○

文書法務課

非常時優先業務一覧表

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

別表１

【企画調整部】

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

駐在員の安否確認 Ａ ○

県外避難者の安否情報の収集 Ｃ ○

他課への応援 Ｃ ○

＜略＞

３日
以内

７日
以内

避難者支援課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

  

 

【保健福祉部】

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

県立社会福祉施設の安否情報の確認、被害状況の把
握・報告

Ａ ○

障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設の被
害状況の把握・報告

Ａ ○

障がい福祉サービス事業所、障がい者支援施設の応
急復旧

Ａ ○

　 　 　

精神科医療機関の被害状況・受入体制の把握 Ａ ○

福祉避難所の運営支援 Ａ ○

在宅重症難病患者（人工呼吸器等使用者）の医療機
関等との受入調整

Ａ ○

障がい者の援護（通常） Ｄ ○

被災者のメンタルヘルスケアの実施 Ｄ ○

要配慮者のためのヘルパー、ボランティア等の応援
派遣要請

Ｄ ○

初動調整業務 Ａ ○

市町村保健センターの被害状況把握 Ａ ○

被災者の健康管理の実施 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

医療機関の被害状況・受入体制の把握
Ａ ○

応急医療の提供及び助産 Ａ ○

国、他の都道府県研究機関等及び医療関係機関との
連絡体制及び情報共有体制

Ａ ○

医療関係団体である指定公共機関及び指定地方公共
機関との連絡調整及び協力依頼

Ａ ○

被災地における医療救護所の設置
（健康衛生総室において実施する業務）

Ａ ○

＜略＞

１日
以内

３日
以内

７日
以内

障がい福祉課

健康づくり
推進課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

県民健康調査課

地域医療課
医療人材
対策室
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

  

 

【商工労働部】

業務を開始する時期

初動調整業務 Ａ ○

部内の被害状況等の把握 Ａ ○

部内全職員の安否確認 Ａ ○

部所管施設の被災状況の確認・報告 Ａ ○

部内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ ○

初動調整業務 Ａ ○

コラッセふくしまの被害状況の収集・報告 Ａ ○

所管団体の被害状況の収集・報告 Ａ ○

経営・金融相談窓口の設置（通常） Ｂ ○

金融機関に関する被害状況の収集・報告 Ｂ ○

県内中小企業者の被害状況の収集 Ｅ ○

自治体連携型補助金（災害救助法）の国調整 Ｅ ○

初動調整業務 Ａ ○

労働相談・就職相談業務（通常） Ｄ ○

他課への応援 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

３日
以内

７日
以内

商工総務課

経営金融課

雇用労政課

企業立地課

課名 業務内容 区分 ３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

【商工労働部】

初動調整業務 Ａ ○

部内の被害状況等の把握 Ａ ○

部内全職員の安否確認 Ａ ○

部所管施設の被災状況の確認・報告 Ａ ○

部内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ ○

初動調整業務 Ａ ○

コラッセふくしまの被害状況の収集・報告 Ａ ○

所管団体の被害状況の収集・報告 Ａ ○

経営・金融相談窓口の設置（通常） Ｂ ○

金融機関に関する被害状況の収集・報告 Ｂ ○

他課への応援 Ｃ ○ 　

　 　 　

初動調整業務 Ａ ○

労働相談・就職相談業務（通常） Ｄ ○

他課への応援 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

商工総務課

経営金融課

雇用労政課

企業立地課

課名 業務内容
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

  

 

【商工労働部】

業務を開始する時期

初動調整業務 Ａ ○

ハイテクプラザの被災状況の確認・報告 Ａ ○

初動調整業務 Ａ ○

ふくしま医療機器開発支援センターの被災状況の確
認・報告

Ａ ○

次世代産業課 初動調整業務 Ａ ○

初動調整業務 Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

テクノアカデミーの被災状況の確認・報告 Ａ ○

初動調整業務 Ａ ○

県有観光施設等の被害状況の確認・報告、応急復旧、関係
機関との連絡調整

Ａ ○

初動調整業務 Ａ ○

福島空港ビルの被災状況の確認・報告、空港関係機
関との連絡調整

Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

県アンテナショップの被災状況の確認・報告、応急
復旧、関係機関との連絡調整

Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

観光交流課

空港交流課

県産品振興
戦略課

３日
以内

７日
以内

産業振興課

医療関連産業
集積推進室

商業
まちづくり課

産業人材
育成課

課名 業務内容 区分 ３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

【商工労働部】

初動調整業務 Ａ ○

ハイテクプラザの被災状況の確認・報告 Ａ ○

ふくしま医療機器開発支援センターの被災状況の確
認・報告

Ａ ○

　 　 　

　 　 　

初動調整業務 Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

テクノアカデミーの被災状況の確認・報告 Ａ ○

初動調整業務 Ａ ○

県有観光施設等の被害状況の確認・報告、応急復旧 Ａ ○

初動調整業務 Ａ ○

福島空港ビルの被災状況の確認・報告、空港関係機
関との連絡調整

Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

初動調整業務 Ａ ○

　 　 　

他課への応援 Ｃ ○

産業振興課
次世代産業課

医療関連産業集
積推進室

商業
まちづくり課

産業人材
育成課

観光交流課

空港交流課

県産品振興
戦略課

区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

  

 

 

 

 

  

 

【農林水産部】

業務を開始する時期

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

出先機関（農業総合センター、農業短期大学校）の
庁舎被害状況の把握

Ａ ○

農業短期大学校の学生・研修生の安否確認 Ａ ○

農作物関係の被害状況の把握 Ａ ○

農作物関係の被害状況のとりまとめ Ａ ○

農業災害の軽減及び拡大防止対策 Ｄ ○

＜略＞

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

農業振興課

課名 業務内容 区分 ３ｈ
以内

【農林水産部】

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

出先機関（農業総合センター、農業短期大学校）の
庁舎被害状況の把握

Ａ ○

農業短期大学校の学生・研修生の安否確認 Ａ ○

農作物関係の被害状況の把握 Ａ ○

農作物関係の被害状況のとりまとめ Ｃ ○

農業災害の軽減及び拡大防止対策 Ｄ ○

＜略＞

農業振興課

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分



17 

箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

  

 

【土木部】

業務を開始する時期

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

県営住宅・県有施設等のパトロール実施状況取りま
とめ

Ａ ○

県営住宅・県有施設等の被害状況・図面の取りまと
め、土木部本部（防災担当）へ報告

Ａ ○

県民への情報提供開始 Ａ ○

利用上支障がある県営住宅・県有施設等の応急復旧
（各出先機関からの報告取りまとめ）

Ａ ○

他機関への応援職員派遣、被災地支援の実施 Ｂ ○

県営住宅・県有施設等の応急復旧工法・対策実施状
況等の取りまとめ、土木部本部（防災担当）へ報告

Ｂ ○

協定に基づく建築・設備関係団体への応援要請 Ｂ ○

災害調査結果について土木部本部（総務担当）へ報
告

Ｂ ○

災害応急対策工法等の取りまとめ、土木部本部（防
災担当）へ報告

Ｃ ○

県内市町村からの要請を受け、被災建築物の応急危
険度判定士の派遣を判断

Ｃ ○

災害対策本部事務局を通じての二次避難所又は応急
仮設住宅の必要戸数の把握

Ｃ ○

県営住宅を二次避難所又は応急仮設住宅として目的
外使用可能な住戸数の把握

Ｃ ○

県有施設の緊急修繕 Ｃ ○

建設型応急住宅計画の立案（整備戸数・建設場所
等）

Ｃ ○

県営住宅を二次避難所又は応急仮設住宅として目的
外使用

Ｄ ○

建設型応急住宅について協定締結団体への建設要請 Ｄ ○

課名 業務内容 区分 ３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

建築住宅課
建築指導課

営繕課
（建築総室）

【土木部】

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

県有施設・県営住宅等のパトロール実施状況取りま
とめ

Ａ ○

県有施設・県営住宅等の被害状況・図面の取りまと
め、土木部本部（防災担当）へ報告

Ａ ○

県民への情報提供開始 Ａ ○

利用上支障がある施設等の応急復旧（各出先機関か
らの報告取りまとめ）

Ａ ○

他機関への応援職員派遣、被災地支援の実施 Ｂ ○

県有施設・県営住宅等の応急復旧工法・対策実施状
況等の取りまとめ、土木部本部（防災担当）へ報告

Ｂ ○

協定に基づく建築・設備関係団体への応援要請 Ｂ ○

災害調査結果について土木部本部（総務担当）へ報
告

Ｂ ○

災害応急対策工法等の取りまとめ、土木部本部（防
災担当）へ報告

Ｃ ○

建築物の応急危険度判定の実施、技術的指導・相談 Ｃ ○

仮設住宅の必要戸数の把握 Ｃ ○

県営住宅を応急仮設住宅として目的外使用 Ｃ ○

県有施設の緊急修繕 Ｃ ○

応急仮設住宅計画の立案（整備戸数・建設場所等） Ｃ ○

県営住宅を避難所として目的外使用 Ｂ ○ 　

応急仮設住宅の建設について協定締結団体への建設
要請

Ｄ ○

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

建築住宅課
建築指導課

営繕課
（建築総室）
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

【教育庁】

業務を開始する時期

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

県立文化財施設等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

県立文化財施設等の応急復旧 Ｂ ○

県立文化財施設の収蔵品の被害状況把握・報告 Ｃ ○

指定文化財等の被害状況把握・報告 Ｃ ○

文化財レスキューの支援要請 Ｄ ○

保管場所被害の際の文化財移転作業 Ｅ ○

＜略＞

文化財課

課名 業務内容 区分 ３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

【災害対策本部事務局】

業務を開始する時期

トラック協会の本部参画要請 Ａ ○

トラック・バスの運行可能車両の把握と確保 Ａ ○

広域緊急援助隊の要請 Ａ ○

倉庫協会の本部参画要請 Ａ ○

＜略＞

災害対策本部
事務局

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分 ３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

【教育庁】

＜略＞

初動調整業務 Ａ ○

県立文化財施設等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

県立文化財施設等の応急復旧 Ｂ ○

県立文化財施設の収蔵品の被害状況把握 Ｃ ○

指定文化財等の被害状況把握 Ｃ ○

文化財レスキューの支援要請 Ｄ ○

保管場所被害の際の文化財移転作業 Ｅ ○

＜略＞

文化財課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

【災害対策本部事務局】

トラック協会の本部参画要請 Ａ ○

トラック・バスの運行可能車両の把握と確保 Ａ ○

広域緊急援助隊の要請 Ａ ○

倉庫業協会の本部参画要請 Ａ ○

＜略＞

災害対策本部
事務局

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内


